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第１７号議案  

   桶川市学校給食費条例  

 （趣旨）  

第１条  この条例は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。次条にお

いて「法」という。）の規定に基づき、市が実施する学校給食に係る学

校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

(1) 学校給食  法第３条第１項に規定する学校給食をいう。  

(2) 学校給食費  学校給食に要する経費のうち、法第１１条第１項に規 

定する経費その他の市が負担する経費以外の経費をいう。  

(3) 保護者等  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定  

する保護者及びその他の者で、児童又は生徒を現に監護するものを

いう。  

(4) 職員  桶川市立小学校設置及び管理条例（昭和４２年桶川市条例第

１６号）に規定する小学校（次条において「小学校」という。）及

び桶川市立中学校設置及び管理条例（昭和４０年桶川市条例第４号）

に規定する中学校（次条において「中学校」という。）の業務に従

事する者（給食を調理する者を含む。）をいう。  

 （学校給食の実施）  

第３条  市は、小学校に在籍する全ての児童及び中学校に在籍する全ての

生徒並びに職員を対象に、学校給食を提供するものとする。  

 （学校給食費の徴収及び納付）  

第４条  市長は、前条の規定により学校給食の提供を受ける児童又は生徒  

の保護者等及び職員から規則で定める額を学校給食費として徴収する。 

２  前項の規定にかかわらず、市長は前条に規定する者以外に学校給食を  
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提供した場合には、その者から規則で定める額を学校給食費として徴収  

する。  

３  前２項に規定する者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付

しなければならない。  

 （学校給食費の減免）  

第５条  市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、

又は免除することができる。  

 （学校給食費の督促等）  

第６条  市長は、学校給食費について、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号。次項において「令」という。）第１７１条から第１７１条

の４までの規定により、督促、強制執行その他必要な措置をとらなけれ

ばならない。  

２  市長は、学校給食費について、令第１７１条の５から第１７１条の７

までの規定により、徴収停止、履行期限の延長その他必要な措置をとる

ことができる。  

 （委任）  

第７条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

   附  則  

 この条例は、令和２年８月２５日から施行する。  

 令和２年２月２１日提出  

桶川市長  小  野  克  典    

提  案  理  由  

 桶川市の小学校及び中学校の学校給食費の徴収及び管理方法を公会計化

することに伴い、学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めたいので、

この案を提出するものである。  


